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道路指定（変更・廃止）技術基準 

 

１ 道路の形状等 

（１） 指定道路（法第４２条第１項第５号の道路をいう。以下１から５の規定において同じ）

の幅員は４メートル以上とする。 

（２） 指定道路は他の建築基準法に定める道路に接続していること。 

（３） 指定道路は通り抜け道路（その両端が他の建築基準法に定める道路に接続したもの） 

とすること。ただし、（４） による場合は、袋路状の道路（その一端のみが他の建築 

基準法に定める道路に接続したもの）とすることができるものとする。 

（４） 袋路状の道路とすることができるのは、次の（ア）から（オ）の一に該当する場合と 

する。 

（ア） 延長が３５メートル以下の場合 

（イ） 終端が公園、広場等に接続し自動車の転回に支障がない場合 

（ウ） 延長が３５メートルを超える場合で、自動車の転回広場を終端と区間３５メート

ル以内ごとに設けた場合 

（エ） 幅員が６メートル以上の場合 

（オ） 幅員が４メートルを超え６メートル未満の場合で、土地の形状、周囲の状況によ

りやむを得ない場合は、次式によるものとする。 

       Ｌ＝３５＋（Ｗ－４）×３５÷６ 

ただし、この式において、Ｌは指定道路の延長（小数点以下は切り捨て、単位は

メートル）、Ｗは道路の幅員（単位はメートル） 

 

（ア）                （イ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ウ） 

 

 

 

 

 

 

35M 以内 

（ただし、(ｵ)による 
 場合はその延長) 

制限なし 

4M≦W＜6M 

公 園 
 
広 場 

Ls 

4M≦W＜6M 

（Ｌ≦35M とする。ただし、(ｵ)による場合はその延長とし、 
 区間の算定については、接続する道路の側端又は自動車の 
 転回広場の中心点を起算点とする。） 

Ls Ls 

4M≦W＜6M 
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自動車の転回広場の形状 

 （中間転回広場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （終端転回広場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5M 

4M 

2M 

10M 
2M 

5M 

Ls 

（Lt＝5M とする。ただし、Wt≧5M の 
 場合には 5M＜Lt≦10M とする。) 

5M 

4M 

Wt 

Lt 

Ls 

2M 

5M 

8M 

Ls 

3M 

5M 
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（エ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（オ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延長＝L 

4M＜W＜6M 

例 幅員が 4.5M の場合 
  L＝35＋(4.5－4）×35÷6 
   ＝35＋2.917 
   ＝37.917 
   したがって、L＝37M 
   （小数点以下切り捨て） 

制限なし 

6M 以上 

(a) 

制限なし 

6M 以上 

(b) 

4M≦W＜6M 

35M 以内。ただし、1(4)(ｵ) 
による場合はその延長 

（幅員 6M 未満の部分の延長は、自動車交通を考慮し、 
概ね 15M 以上とする。) 
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（５） 既存道路に接続する場合は次のとおりとする。 

（ア） 既存道路の幅員が６メートル未満の場合（法第４２条第２項道路の場合を含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（既存道路） 

(a) 

制限なし 

申請道路 

（既存道路） 

(b) 

（Ls≦35M とする。 
 ただし、4M＜Ws＜6M の場合には、 
 1(4)(ｵ)による延長とすることができる。） 

申請道路 

申請道路 

Ls 

Ws 

（既存道路） 

(c) 

申請道路 

Ls（延長 Ls の取扱いは、 
  (b)と同様とする。） 

6M 以上 

制限なし 

（申請道路と既存道路との接続起点については、原則として既存道路の 
 延長距離内に置くこととするが、周囲の状況等によりやむを得ないと 
 認められる場合は、既存道路の終端とすることができるものとする。) 
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（イ） 既存道路の幅員が６メートル以上の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ls 

4M≦W＜6M 

（延長 Lsの取扱いは、(b)と同様とする。） 
 
（既存道路が、法第 42条第 1 項第 1号から第 4 号、第 42 条第 1項第 5 号の 
 道路で昭和 45 年 12 月 31 日以前に指定を受けたもの及び、第 42 条第 2項 
 道路の場合で、周囲の状況から既存道路部分に転回広場(Ａ)を設けること 
 が困難と認めた場合には、その設置を免除する。ただし、その場合転回広 
 場(Ｂ)は既存道路との接続部分に隣接して設けること。） 

(d) 
Ls Ls 

Ｂ 

申請道路 

申請道路 
（中間転回広場） 

（中間転回広場） 
（既存道路） 

Ａ 

（Ls≦35M とする。ただし、1(4)(ｵ) 
による延長とすることができる。） 

(a) 

申請道路 （既存道路） 

Ls 

W 

4＜W＜6M 

Ls 

4M 

申請道路 
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２ 指定道路のすみ切り 

交差・接続・屈曲部は辺の長さ２メートルの二等辺三角形の部分を道路に含むすみ切りを

設けたものであること。ただし、内角が１２０度以上の場合及び接続道路の幅員が１２メー

トル以上の場合を除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

申請道路 （既存道路） 

制限なし 

W 

W≧6M 

制限なし 

6M 

申請道路 

2M 

2M 

2M 

2M 

現況幅員 

法 42 条第 2 項による後退線 

3M 120°以上 

（道路が 120°以上で交差・接続する場合） （片すみ切りの場合） 

3M 

3M 
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３ 指定道路の構造 

（１） 道路の路面はアスファルト舗装、コンクリート舗装、砂利敷き及びその他ぬかるみと 

ならない構造であること。なお、砂利敷きとする場合は厚さ１５センチメートル以上と 

すること。 

（２） 縦断勾配は１２パーセント以下とし、かつ、階段状でないものであること。 

（３） 道路及びそれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街きょその他の施設を設け、有効 

な排水施設に接続すること。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 指定道路の延長と幅員 

（１） 道路の延長は道路の各部分の中心線の長さとする。 

（２） 道路の幅員は４メートル以上とし、かつ、有効幅員は次表のとおりとする。 

 

道路幅員と有効幅員 

道 路 幅 員 有 効 幅 員 

４メートル以上６メートル未満 ３．４メートル以上 

６メートル以上 ５．４メートル以上 

１（４）（オ）による場合 （道路幅員－０．６）メートル以上 

 

 

（交差・接続する道路に歩道等がある場合） （幅員が変化する場合） 

S1≧S2 とする。 

S1 

S2 

（道路所有者の承諾を得ること。 
 ただし、道路管理者がいる場合 
 には、道路管理者の承諾とする。） 

すみ切りに変え、R=2M 以上 
とすることができる。 

歩 
道 

砂利、クラッシャー敷きの場合は厚さ 15 ㎝以上 
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（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 指定道路の区画 

指定道路はＵ字側溝、Ｌ字側溝または縁石等を設置して、他の土地と区画すること。 

また、状況に応じコンクリート杭、金属標等を併せて設けること。 

 

 

６ 指定道路（法第４２条第１項第５号、第２項及び第３項に定める道路をいう）の

変更・廃止 

指定道路の変更・廃止によって建築物の敷地または道路が、次の（ア）から（ウ）の

一に該当する場合、指定道路の変更・廃止は原則として認めない。 

（ア） 変更・廃止により、道路に接しない建築物の敷地が新たに生じる場合 

（イ） 通り抜け道路の場合で、変更・廃止により袋路状の道路となる場合 

（ウ） 変更・廃止により道路幅員の一部のみが変わる場合 

 

 

水 
路 
等 

延長 

水 
路 
等 

延長 

法第 42 条第 2項 
  による後退線 

現況道路幅員 

有効幅員 

道路幅員 

有効幅員 

道路幅員 

道路幅員・有効幅員 
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  附 則 

 この道路指定（変更・廃止）技術基準は、平成７年１２月１日から施行する。 

  附 則 

 この基準は、令和３年４月１日から施行する。 


